
「
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
」
は
、
訪
問
販
売
や

電
話
勧
誘
販
売
な
ど
の
特
定
の
取
引
き
を
対

象
と
し
て
お
り
、
工
事
な
ど
が
終
わ
っ
て
い

て
も
一
定
期
間
内（
原
則
８
日
間
）は
書
面

で
通
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
条
件
で
解
除

で
き
る
制
度
で
す
。

ま
た
、
８
日
間
が
過
ぎ
て
い
て
も
、
販
売

方
法
に
問
題
が
あ
れ
ば
、
契
約
の
取
り
消
し

が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

解
約
に
疑
問
を
持
っ
た
り
、後
悔
し
た
ら
、

迷
わ
ず
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
し
ま
し
ょ
う
。

左
図
を
参
考
に
ハ
ガ
キ
を
作
成
し
、
コ
ピ

ー
を
残
し
、
配
達
記
録
郵
便
で
出
し
ま
す
。

ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
の
場
合
は
、
信

販
会
社
に
も
同
じ
く
通
知
し
ま
し
ょ
う
。
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《
マ
ル
チ
商
法
》

媒
　
体
　
浄
水
器
や
洗
剤
な
ど

手
　
口
　
会
員
に
な
り
、
買
い
手
や
下
部
会
　

員
を
増
や
し
、
ラ
ン
ク
が
上
が
れ
ば
大
き

な
利
益
が
得
ら
れ
る
と
勧
誘
す
る
。
し
か

し
、
す
ぐ
に
行
き
詰
ま
り
、
在
庫
や
借
金

だ
け
が
残
っ
て
し
ま
う
。

《
開
運
・
霊
感
商
法
》

媒
　
体
　
印
鑑
や
仏
具
な
ど

手
　
口
　
先
祖
の
祟た

た

り
や
事
故
な
ど
、
人
の
　

不
幸
や
不
安
に
つ
け
こ
み
、
高
額
商
品
を

売
り
つ
け
る
。

《
ホ
ー
ム
パ
ー
テ
ィ
商
法
》

媒
　
体
　
な
べ
セ
ッ
ト
や
補
正
下
着
な
ど

手
　
口
　
会
場
が
近
所
の
家
で
、
断
り
に
く

い
の
を
利
用
し
、
ホ
ー
ム
パ
ー
テ
ィ
形
式

で
、
近
所
の
主
婦
に
商
品
を
買
わ
せ
る
。

《
S
F（
催
眠
）商
法
》

媒
　
体

羽
毛
ふ
と
ん
や
磁
気
マ
ッ
ト
レ
ス
な
ど

手
　
口
　
景
品
で
人
を
集
め
、
一
種
の
興
奮

状
態
の
中
で
、高
額
商
品
を
売
り
つ
け
る
。

別
名
「
ハ
イ
ハ
イ
学
校
」

市
民
相
談
室
の
消
費
生
活
相
談
で
は
、
訪
問

販
売
で
勧
誘
さ
れ
る
「
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
」

の
苦
情
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
埼
玉
県
富
士
見

市
で
起
こ
っ
た
認
知
症
姉
妹
の
被
害
（
被
害
金

額
約
４
８
０
０
万
円
）
は
話
題
に
な
り
ま
し
た

が
、
こ
れ
は
特
別
な
事
例
で
は
な
く
、
全
国
的

な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

「
悪
質
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
」
は
執
拗
し
つ
よ
う

な
勧
誘
、

虚
偽
の
説
明
、
強
引
な
契
約
、
ず
さ
ん
な
工

事
な
ど
の
典
型
的
な
悪
質
商
法
被
害
で
あ
る

事
に
加
え
、
契
約
金
額
が
高
額
な
事
も
問
題

で
す
。
そ
の
う
え
高
齢
者
を
狙
い
、
次
々
と

契
約
が
繰
り
返
さ
れ
る
「
次
々
販
売
」
で
あ
る

こ
と
が
被
害
を
深
刻
に
し
て
い
ま
す
。

◆
点
検
商
法

水
道
や
床
下
な
ど
の
無
料
点

検
を
装
い
、
虚
偽
の
結
果
で
契
約
を
迫
る
。

◆
か
た
り
商
法

水
道
局
な
ど
の
公
的
機
関

や
有
名
企
業
名
を
か
た
る
。

◆
耐
震
診
断

大
地
震
へ
の
不
安
を
あ
お
り
、

床
下
や
天
井
に
効
果
の
な
い
工
事
を
行
う
。

◆
石
綿（
ア
ス
ベ
ス
ト
）診
断

壁
な
ど
に
ア

ス
ベ
ス
ト
が
使
わ
れ
て
い
て
危
険
だ
と
言

い
、
工
事
契
約
を
迫
る
。

悪
質
な
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
に
対
し
て
、
国

民
生
活
セ
ン
タ
ー
や
熊
本
県
で
は
、
次
の
よ

う
に
注
意
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

◆
知
ら
な
い
人
は
、
家
に
入
れ
な
い
。

◆
業
者
の
説
明
を
鵜
呑
み
に
し
な
い
。

◆
必
要
な
工
事
か
ど
う
か
、
手
間
と
時
間
を
か
　

け
て
検
討
し
、
一
人
で
判
断
せ
ず
に
家
族
や
建

築
士
な
ど
の
専
門
家
に
相
談
し
て
判
断
す
る
。

※
市
民
相
談
室
で
は
、
建
築
相
談
を
行
っ
て

い
ま
す
。（
毎
月
第
２
木
曜
日
、
午
後
1
時
〜

3
時
）

デジタルカメラや携帯電話の画像、ビデオの映像を使い、ウソや大げさな点検結果を信用させよう

とするなど、悪質リフォーム業者の手口は、日々巧妙化しており、主に高齢者を狙う傾向があります。

このような被害者を出さないためにも地域全体で高齢者を見守り、被害の予防と早期発見に協力

ください。
問合せ 市民生活課�33-4482 e-mail seikatsu@city.yatsushiro.lg.jp

契
約
解
除
通
知

契
約
年
月
日

商
品
名

契
約
金
額

販
売
会
社
名

右
記
日
付
け
の
契
約
は
解
除
し
ま
す
。
な
お
、

支
払
済
の
○
○
円
を
返
金
し
、
商
品
を
引
き
　

取
っ
て
下
さ
い
。

平
成
○
○
年
○
月
○
日

住
所

氏
名
　

-
郵便はがき

○
○
県
○
○
市
○
番
地
○
○

株
式
会
社
○
○
代
表
者
様

熊本県消費生活センター

�096-354-4835

八代市役所 市民相談室
消費生活相談

�33-4452
相談日 毎週火・木・金曜

10：00～15：00


